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冠省

早速ですが、貴殿に対し、行政書士法第１条の３第２項に基づき、通知人の書類作成代理人として下記の通り通知致します。
通知人は、平成●●年●●月●日より、●●●●株式会社で、貴殿と同じ店舗で勤務しております。

ところで、貴殿は、平成●●年●●月頃より、「●●を見せて」「●●させて」など、およそ業務と無関係で、記載するのも憚られるような破廉恥な発言を継続しております。

また、平成●●年●●月●●日に至っては、業務終了後の社員の飲み会において、嫌がる通知人に抱きついたり、性器を露出してみせるなど、嫌悪感を与える言動に及びました。

貴殿のこれらの言動は、いわゆる「セクハラ行為」であるのは当然のこと、公然わいせつ罪（刑法１７４条）として最高で６月以下の懲役という犯罪行為になりかねません。

また、これにより、通知人は、今後の不安に怯え、現在、睡眠障害や摂食障害などの症状を抱え、仕事や日常生活にも支障をきたしております。

よって、通知人の受けた精神的苦痛は、とても書面では語りつくせないものであり、損害は甚大です。
つきましては、通知人は、貴殿に対し、本書面を持って、以下のとおり要求する次第です。
１　損害賠償金として、金●●万円を、本書
面到着後１週間以内に支払うこと

２　自署による謝罪と、今後二度とこのような

　　な言動に及ばない旨の誓約を、文書にて差
　　し入れること

なお、もしも、本書面到着後１週間以内に、何らの回答も頂けない場合には、残念ながら、貴殿だけではなく、勤務先である●●●●株式会社に対しても、使用者責任（民法第７１５条）を求めることになり、その場合、貴殿は●●●●株式会社から、求償権の行使を受けるのは勿論のこと、懲戒解雇などの処分を受ける可能性もありますので、ご承知おき下さい。
また、今後の連絡事項については、すべて書面のみとし、くれぐれも通知人の家族等への直接折衝などはご容赦下さい。
以上、宜しくお願い申し上げます。

草々
　　　　　　　　　記
　　　銀行名　：●●●●銀行
　　　支店名　：●●●●支店
　　　預金種別：普通預金
　　　口座番号：★★★★★★★
　　　口座名義：○○　▲▲
　　　　　　　　　　　　　　　　　以上






